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１．ＡＰＥＣ参加メンバー
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ＡＰＥＣには、アジア太平洋地域の計２１か国・地域が参加。
中国、中国香港及びチャイニーズ・タイペイが同時参加しているのも大きな特徴の１つ。
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２．ＡＰＥＣの位置づけ

4

●東アジアと米州をつなぐために造られた枠組み。
●アジア・太平洋の持続可能な発展を目指し､経済統合と域内協力の推進を図る。
●日米中という世界の三大経済国が参加する唯一の地域経済協力枠組み。

●基本的特徴
ü開かれた地域主義： 貿易・投資自由化の成果は、ＡＰＥＣ域外国にも適用。
ü協調性の尊重： メンバー間の緩やかな協力の枠組。コンセンサス原則。
ü自主性の尊重： メンバーの自発的な行動によって、取組を推進。

●活動の特徴
üＡＰＥＣの活動は経済が中心。
üビジネス界とも緊密に連携。
ＡＰＥＣビジネス諮問委員会（ＡＢＡＣ）は､首脳に対して積極的に提言。
üアジア太平洋地域のビジネス展開を容易にする環境作り。
ＡＰＥＣビジネストラベルカードの実施等の具体的な成果。

●ＡＰＥＣ地域の経済規模は、世界全体のＧＤＰの約５割。
●ＡＰＥＣ地域の人口は、世界全体の約４割。
●我が国の貿易のうち、輸出の約７割、輸入の約６割をＡＰＥＣ地域が占める。



【参考】

ＡＳＥＡＮ＋３ ＥＡＳ参加国 ＡＰＥＣ

域内貿易

43.1%

25,338億米ドル
域内貿易

42.8%

28,403億米ドル

域内貿易

67.1%

84,695億米ドル

域内貿易

41.7%

18,241億米ドル

合計：58,806億米ドル 合計：66,397億米ドル 合計：126,133億米ドル

合計：43,738億米ドル 合計：108,161億米ドル

◆各地域枠組みにおける域内貿易依存度

データ：２００７年

域内貿易

65.8%

71,200億米ドル

域外貿易

32.9%

域外貿易

57.2%

域外貿易

58.3%

域外貿易

34.2%

域外貿易

56.9 %
台湾・香港

を含めると

52.0%

ＮＡＦＴＡ ＥＵ

55



３．アジア太平洋地域における国際的枠組み

APEC

ASEAN

ASEAN+3

ARF

EAS

EU

ASEM

6

※

※ EAS



ＡＰＥＣ
ビジネス諮問委員会
（ＡＢＡＣ）

分野別担当大臣会合
★貿易 ★財務 ★観光
★海洋 ★教育 ★運輸
★環境 ★中小企業
★人材養成 ★科学技術協力
★女性問題 ★エネルギー
★鉱業 ★電気通信・情報産業
★食料安全保障

ＡＰＥＣ事務局

貿易・投資委員会（ＣＴＩ）

市場ｱｸｾｽ・ｸﾞﾙｰﾌﾟ（MAG）

税関手続小委員会（SCCP）

基準･適合性小委員会（SCSC）

サービス・グループ（GOS）

投資専門家会合（IEG）

知的所有権専門家会合（IPEG）

ビジネス関係者の移動に関する
専門家会合(BMG)

電子商取引運営グループ（ECSG）

自動車対話

化学対話

テロ対策・タスク・フォース（CTTF）

腐敗対策・透明性タスク・フォース（ACT）

APEC男女共同参画担当者ネットワーク（GFPN）

作業部会（ＷＧ）
★保健 (HWG) ★エネルギー (EWG)
★中小企業 (SMEWG) ★人材養成 (HRDWG)
★電気通信 (TELWG) ★観光 (TWG)
★運輸 (TPTWG) ★産業科学技術 (ISTWG)
★農業技術協力 (ATCWG) ★漁業 (FWG)
★海洋資源保全 (MRCWG) ★緊急事態の備え(EPWG)

競争政策・法グループ
（CPLG）

経済・技術協力運営
委員会（ＳＣＥ）

生命科学ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝﾌｫｰﾗﾑ（LSIF）

鉱業タスク・フォース（MTF）

４．ＡＰＥＣの組織
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予算の決定

首脳会議

閣僚会議（外務・経済産業大臣）

高級実務者会合(SOM)

ＡＰＥＣメンバー間の発展の格差の縮小と成
長の障害の除去を目的とする経済・技術協力
（エコテク）活動の強化や優先事項の調整。

財政管理委員会（ＢＭＣ）

貿易・投資に関する課題の進展をレビュー。閣
僚に対し、１年間の活動状況・結果を提出、さ
らには翌年の活動計画につき提言。域内の経済問題に関する

調査・分析及び意見交換
を実施。構造改革関連作
業のとりまとめ。

経済委員会

（ＥＣ）



５．ＡＰＥＣ事務局

Åシンガポールに所在。

ÅＡＰＥＣプロセスにおいて、調整、技術的支援、情報管理、
アウトリーチ活動などを実施し、中核的な支援業務を担う。

Å２５０以上のプロジェクトを監督。

Å政策支援ユニット（ＰＳＵ）が設置され、専門的な見地から
、研究・分析・政策提言などを行う。
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ムハマド・ヌール・ヤコブ事務局長
（マレーシア出身）

Å事務局スタッフは、専任事務局長
（注）を長とし、各エコノミーから
の派遣（最大２名ずつ）を含め、
計５２名。

（注）事務局長職は、かつてはホスト・エコノミー
の持ち回りであったが、２０１０年１月より、
任期３年の専任ポストとなった。



６．ＡＰＥＣの予算
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ＡＰＥＣ中央基金

通常拠出（分担金）

管理勘定

運営勘定

任意拠出

üＡＰＥＣ事務局運営経費

üプロジェクト実施費用

ＴＩＬＦ特別勘定

ＡＰＥＣ支援基金

ü貿易・投資の自由化・円滑化（
ＴＩＬＦ）に資するプロジェク
トの実施費用

ü経済・技術協力分野における途
上エコノミーの能力構築に資す
るプロジェクトの実施費用

全エコノミーが分担拠出。日本は
米国と並ぶ最大の拠出エコノミー
であり、上限の１８％を拠出。

1, 111, 111米ドルを拠出。

2010年度予算

5,000,000米ドル

日本
901,000米ドル

エネルギー効率化サブファンドに
3億6千万円を拠出。

日本による拠出

（以上、２０１０年度）



７．ＡＰＥＣの歩み
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８．ＡＰＥＣの将来ビジョン

２̧０１０年ＡＰＥＣ首脳会議においては、地域経済統合、成長戦略、人間の安全保障を中心に、アジア太
平洋の将来像について議論を行い、首脳宣言として「横浜ビジョン」に合意。これは「緊密な共同体」、
「強い共同体」、「安全な共同体」に向かっていくというもの。

具̧体的には、ボゴール目標達成評価を行った上で、アジア太平洋地域での地域経済統合を更に推進するた
めに、アジア太平洋自由貿易圏（ＦＴＡＡＰ）の構築に向け具体的な行動をとることに合意。また、この
地域として初めての、長期的かつ包括的な成長戦略を策定。また、人間の安全保障の課題に対処するため
、食料安全保障、防災、感染症への対応、腐敗対策、テロ防止などの分野に注力していくことで一致。

「横浜ビジョン」

日本開催

19951994

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ開催

2010

日本開催
ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ開催

2009

ペルー開催

2008 2011

米国開催 ロシア開催

2012・・・・・ 2020・・・

ה

Ⱳ
◗

ꜟ ה

Ⱳ
◗

ꜟ

・・・

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ開催

2013
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Ⱳ
◗

ꜟ

日米連携
（食料安全保障､ジェンダー､
気候変動問題､防災）

ボゴール目標達成に向けた取組

ⱦ
☺

fi

─

ビジョン実現に向けた取組「横浜ビジョン」
に合意



◆２０１０年ＡＰＥＣ首脳会議の成果
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FTA

2010

APE

FTAAP

１．我々の構想するＡＰＥＣ共同体

ＡＰＥＣの将来

●ドーハ開発アジェンダに早期に成功裏の妥結をもたらす強固なコミットメントを再確
認。２０１１年は重要な「機会の窓」。

●保護主義抑止の継続。輸出制限を含む、すべての分野におけるＷＴＯ非整合的な措置
を実施することを控える２００８年の現状維持（スタンドスティル）のコミットメン
トを２０１３年末まで延長することに合意。

これまでのＡＰＥＣの歩み

現下の好機と課題

●ボゴール目標達成に向けた取組を通じて、貿易・投資量の増大、持続的な経済成長、
人々の福祉の改善をもたらした。

●２０１０年組によるボゴール目標の達成に関する評価報告書を承認する。１３のエコ
ノミーが目標の達成に向けて顕著な進展を遂げた。

２．我々が描くＡＰＥＣ共同体の構想への道筋

●アジア太平洋自由貿易圏（ＦＴＡＡＰ）の実現に向けた具体的な取組。
●ＡＰＥＣ成長戦略の２０１５年に向けた実施。構造改革のためのＡＰＥＣ新戦略の承認。グリーン雇用・
技術・産業の創出。

●食料安保、防災等に関する具体的取組の推進。

（１）「緊密な共同体」：より強固で深化した地域経済統合を促進

●物品・サービス・資本の移動に対する障壁の削減。ビジネス関係者のより円滑な移動。

●ＡＰＥＣエコノミー内及びエコノミー間において均衡ある成長を推進。社会のあらゆる層がその潜在力を
発揮するための機会を提供。

●低炭素でグリーンな経済の加速。イノベーションの推進。

（２）「強い共同体」：より質の高い成長を実現

（３）「安全な共同体」：より安全な経済環境を提供

●テロ、感染症、自然災害、食料不足等の発生抑止、備えの強化を通じて、自然及び人から生じる経済活動
に対するリスクを最小化。



2010 APEC
2009 12 9 10

6 19 20

9 22 23

1 SOM
2 22 3 7

2 SOM
5 24 6 4

3 SOM
9 15 26

8 7 8

SOM
2009 12 11 10 2 3

10 16 17

10 30 31
札幌市

仙台市

新潟市

東京

横浜市
京都市

奈良市

岐阜市

福井市

名護市

別府市

広島市

９.ＡＰＥＣの活動（２０１０年）

ABAC CEO SME
11

11 5 6

SOM CSOM
11 7 8

6 5 6

APEC
11 13 14

APEC
11 10 11
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ＡＢＡＣ：ＡＰＥＣビジネス諮問委員会

（APEC Business Advisory Council ）

(１) ９５年の大阪・首脳会議において設立が決定した、ＡＰＥＣの正式な諮問
機関。ＡＰＥＣの活動状況をモニタリングするとともに、ビジネス部門の
優先事項等に関して、ＡＰＥＣへ助言。

(２) 日本委員は以下の３人。総理により指名されて就任。

相原 元八郎 三井物産株式会社顧問（２０１０年ＡＢＡＣ議長）

渡辺 喜宏 三菱東京ＵＦＪ銀行顧問

森本 泰生 東芝常任顧問

(３) 年４回の総会を開催。毎年ＡＢＡＣ提言を首脳に提出。

(４) 毎年、ＡＰＥＣ首脳会議の際に、首脳とＡＢＡＣ委員の対話を実施。

【参考】ビジネス界との協力

14



¸

¸

¸

¸

¸

Å Ÿ

Å Ÿ

◆ＡＢＡＣ提言書／首脳とＡＢＡＣ委員との対話

首脳とＡＢＡＣ委員との対話の様子
（写真は､菅総理、オバマ米大統領など）
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【参考】ＡＰＥＣのキーワード
（１）ボゴール目標

16

¸ボゴール目標に至る道筋を示した「大阪行動指針」(＊１)（１９９５年）、各エコノミーから提出された個
別行動計画や共同行動計画(＊２)等をまとめた「マニラ行動計画」（１９９６年）等が採択されている。

¸２００１年には、首脳間で中間評価を行うことに合意し、２００５年にこれまでの進展状況の評価及び目標
達成に向けた道程をまとめた「釜山ロードマップ」が採択された。翌２００６年には釜山ロードマップ実施
のための「ハノイ行動計画」が採択され、ボゴール目標に向けた取組が行われてきている。

(＊１) ボゴール目標を達成するための具体的な道筋を示した指針（１９９５年、大阪ＡＰＥＣ首脳会議にて採択）。貿易・投資
の自由化・円滑化に向けた一般原則と枠組みを提示。
（主な対象分野） 関税措置、非関税措置、サービス、投資、基準認証、税関手続、知的所有権、競争政策、政府調達、

規制緩和、ビジネス関係者の移動

(＊２) 貿易・投資の自由化・円滑化の推進のため、各国・地域による自主的な取組（ＩＡＰ）及びすべての国・地域による共同
の取組（ＣＡＰ）をまとめたもの。なお、ＩＡＰについては、他の国・地域による審査（ピア・レビュー）が行われ、
我が国も２００２年８月及び２００７年１月に審査を受けた。

先進国・地域による目標年である２０１０年、ＡＰＥＣは、５つの先進国（豪州、カナダ、日本、ＮＺ、米国）
及び自ら評価に加わった８つの途上国・地域（チリ、中国香港、韓国、マレーシア、メキシコ、ペルー、シンガ
ポール、チャイニーズ・タイペイ）によるボゴール目標の達成について評価。評価報告書は、これらの国・地域
（「２０１０年エコノミー」）が目標達成に向けて顕著な進展を遂げたと結論づけた。



（２）アジア太平洋自由貿易圏（ＦＴＡＡＰ）

地域経済統合を促進するための取組に関する
として、以下の行動に合意。

・多角的貿易体制への支持の継続 ・構造改革の取組の強化
・ボゴール目標の達成に向けた行動 ・金融市場の強化・深化
・ＦＴＡＡＰの選択肢と展望検討 ・各種大臣会合における地域経済統合促進イニシアティブの検討
・質の高い自由貿易協定の促進 ・地域経済統合のための能力構築活動への戦略的アプローチ
・国内障壁除去等を通じた貿易・投資アジェンダへの再焦点化 ・ＡＰＥＣ事務局強化

2007

2009

2008

2006

2010
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Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement

Trans-Pacific Partnership

18

(Trans- Pacific Partnership (TPP)) 



スイス

韓国

GCC

インド

オーストラリア

ASEAN

ベトナム

タイ

マレーシア

シンガポール

インドネシア

ブルネイ

フィリピン

メキシコ

ペルー

チリ

日本

締結済み 交渉段階

・ASEAN諸国を中心に11か国・地域とのEPAが発効。貿易額に占める割合は16.5％。
・現在，豪州，GCCと交渉中。（インド及びペルーとは交渉完了。 ）韓国とは交渉が中断中。交渉の加速化
と早期妥結を目指す。

日本の貿易総額に占める
国・地域の貿易額の割合

日本のEPAの現状（１）

:
(GulfCooperationCouncil)

【出所】財務省貿易統計

19

ASEAN
13.97%

0.85%
0.59% 1.11%

0.89%

6.11%GCC
8.65%

4.14%

0.20%
20.51%

2.91%

4.84%
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・2003年12月に日韓EPA交渉を開始したが、04年11月以来中断。
・2008年4月の日韓首脳会談を受け、交渉再開に向けた検討及び環境醸成のための実務協議を実施（これまで
に課長級で2回、審議官で2回開催。）

・2010年5月の首脳会談で両首脳がEPA交渉再開に向けたハイレベル事前協議を実施。
・2010年9月に局長級事前協議を実施。

［貿易額割合：6.1%］

・2006年5月の準備会合を経て、同年9月にFTA交渉を開始。
・これまでに2回の交渉会合と4回の中間会合を実施。

［貿易額割合：8.7%］

・2006年に7月共同研究会の報告書が首脳に提出され、同年12月EPA交渉開始に合意。
・2007年1～2月に第1回交渉会合。
・2010年9月、協定交渉の大筋合意を確認。 同年10月、日印首脳会談にて、日印包括的経済連携協定締結に
関する両首脳間共同宣言に署名。

［貿易額割合：0.9%］

・2005年から計５回の共同研究を行い、2006年12月に両国首脳がEPA交渉開始に合意した。
・2007年4月の第１回交渉会合以降これまでに10回の交渉会合を実施。

［貿易額割合：4.1%］

・2008年11月の日・ペルー首脳会談において、EPA交渉の開始に向けて、前向きに検討していくことで一致。
・2009年3月の準備会合を踏まえ、4月14日の電話首脳会談においてEPA交渉開始に合意。
・2009年5月の第１回交渉会合以降これまでに7回の交渉会合を実施。
・2010年11月、横浜APECの際の日ペルー首脳会談において、交渉完了に関する共同声明に署名。

［貿易額割合：0.2%］

インド

韓国

オーストラリア

GCC

ペルー
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ﾊﾟﾌﾟｱ･
ﾆｭｰｷﾞﾆｱ等

米国
カナダ
メキシコ

ロシア

香港
台湾

ペルー
チリ

・05年 4月 中国の提案により民間研究開始。

・09年10月のASEAN+3首脳会議の結果を踏まえ、政府間での協
議を開始。ASEAN＋６と共通で４つのワーキンググ
ループを立ち上げ(当初はASEANのみで議論)。

・10年8月 ASEAN関連経済大臣会合にて、中国から、ASEAN＋
３での貿易円滑化に関するロードマップを提案。

・10年9月にASEANに設けられたWGが対話国を交えて、議論を開
始。WGの最終報告は、首脳に報告予定。

・10年10月 ASEAN+3首脳会談において、WGの作業が進められ
ていることを歓迎。

・07年6月 日本の提案により民間研究開始。

・09年10月のEASの結果を踏まえ、政府間での協議を開始。
ASEAN＋３と共通で４つのワーキンググループを立
ち上げ(当初はASEANのみで議論)。

・10年8月 ASEAN関連経済大臣会合にて、日本から、ASEAN+
６での経済統合についてのコンセプトペーパー「
イニシャル・ステップス」を提案。今後首脳に報
告される予定。

・10年9月にASEANに設けられたWGが対話国を交えて、議論を
開始。WGの最終報告は、首脳に報告予定。

・10年10月 EASにおいて、WGの作業が進められていること
を歓迎。

・06年11月 APEC首脳会議(ハノイ)にてFTAAPの研究に合意。

・09年11月 APEC首脳会議(シンガポール)にてFTAAPへ

のあり得べき道筋を探究することに合意。

・10年6月 APEC貿易担当大臣会合にて，FTAAPへのあり得

べき道筋について、11月に横浜で首脳に報告す

ることを確認。

・10年11月 APEC首脳宣言「横浜ビジョン」において、FTAAP

の実現に向けて具体的な手段をとることを宣言。

環太平洋連携（Trans- Pacific Partnership(TPP) ）協定
米国

ニュージーランド

チリ

ブルネイ

シンガポール

豪州

ベトナム

ペルー

アジア・太平洋における広域経済連携

日中韓ＦＴＡ

・03年6月 民間研究開始。

・09年10月 日中韓サミットにおいて、日中韓FTA

産官学共同研究の立ち上げにつき一致。

・10年5月 産官学共同研究第１回会合を開催。

・10年9月 産官学共同研究第２回会合を開催。

・10年12月 産官学共同研究第３回会合を開催。

・11年3- 4月 産官学共同研究第４回会合(予定)

東アジア自由貿易圏構想
（East Asia Free Trade Area (EAFTA) ）

【ASEAN＋３（日，中，韓）】

東アジア包括的経済連携構想
（Comprehensive Economic 

Partnership in East Asia (CEPEA) ）

【ASEAN＋６（日，中，韓，印，豪，NZ）】

アジア太平洋自由貿易圏構想
（Free Trade Area of the Asia - Pacific (FTAAP) ）

・02年 ＮＺ、シンガポール、ブルネイ、チリで交渉開始。

・06年 上記４か国につき協定発効。

・08年3月 投資・金融サービス交渉に米国も参加。

・08年9月 米国が、包括的参加のための交渉立ち上げを発表。

・08年11月 豪州及びペルーが、交渉参加を表明。

・09年11月 オバマ米国大統領は、東京での演説で、米国がTPPへ

関与する旨表明。

・10年3月 シンガポール、ＮＺ、チリ、ブルネイ、米、豪、ペルー、

ベトナムの８か国で交渉開始。

・10年10月 第3回交渉会合開催。マレーシアが新規参加。

・10年12月 第4回交渉会合開催。 21

マレーシア
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◆各国のＥＰＡの取組の現状
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◆第一次計画（２００２－０６年）
Å達成目標：域内貿易取引コストの５％削減（→ 一定の達成を実現）
Å結果：各エコノミーが貿易円滑化に向け設定した行動・措置は１４００超。このうち６２％が達成され、２４％
で進捗が報告された。
Å成果の具体例：税関及び貿易関連処理等に関し､すべてのメンバー・エコノミーによる電子／ペーパーレス・シス
テムの導入、ＡＢＴＣ（ＡＰＥＣビジネス・トラベル・カード）スキーム参加エコノミーの拡大等。

◆第二次計画（ＴＦＡＰ２）（２００７－１０年）
Å達成目標：更なる域内貿易取引コストの５％削減
Å特徴：取引コスト削減の達成を計る参考指標として、主要業績評価指標（ＫＰＩ：Key Performance Indicator ）
を導入し、税関手続、基準及び適合性、電子商取引、ビジネス関係者の移動の各分野において設定。（ＫＰＩの
具体例：通関所要時間調査＝税関手続分野のＫＰＩの１項目。貨物の輸入港到着後、税関、検疫等の手続を経て
、輸入が許可されるまでの時間についての調査。）

貿易手続の調和・簡易化により、貿易関連コストを下げ、貿易関係者全体に様々なメリットをもたらすもの。ＡＰＥ
Ｃにおいては、特に税関手続、基準及び適合性、電子商取引、ビジネス関係者の移動の４分野に係る手続の調和・簡
易化に注力。
◆具体的な取組例
Åシングル・ウィンドウ化：複数の貿易関連手続を１回の入力・送信で実施可能にする取組
ÅＡＰＥＣ・ビジネス・トラベル・カード導入：一定の要件を満たすビジネスマンを対象に査証手続を免除

（３）円滑化（貿易円滑化）

Å貨物の安全管理と法令遵守の体制が整備された事業者をＡＥＯとして認定し、これら事業者の税関手続に対する迅速
化・簡素化を認める制度。
ÅＡＰＥＣメンバー間におけるＡＥＯ制度の相互認証推進を念頭に、２０１０年にＡＥＯ事例集を策定。２０１１年に
ＡＥＯベストプラクティスを作成し、ＡＥＯ制度の実現、整備を促進する計画。
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Ａ̧ＰＥＣ域内のサプライチェーンを整備・強化し、モノ、サービス及びヒトの円滑な流れを促進する構想。
円̧滑な流れを阻害する問題点を特定の上、その改善・解消に向けた行動計画の実施を通じ、２０１５年までに域
内サプライチェーン・コネクティビティを時間・費用・確実性の観点から１０％改善することを目指す。

域内サプライチェーンの

（３）円滑化（サプライチェーンの連結強化）

24

① 規制の透明性
関係機関間の調整の不足
ワンストップサービスの欠如

Ａ̧ＰＥＣ事前教示ガイドラインの作成、実施
全̧国的な物流団体の成功事例調査（政府、利害関係者の役割など） 等

② 輸送インフラの不足 域̧内インフラの現状把握調査（地図作成など）
イ̧ンフラ整備の手法としての官民連携（ＰＰＰ）のベストプラクティスの
特定や輸送インフラの効率的利用に向けたモデルの検討 等

③ 地方の物流サービス事業者の能力の不足 ニ̧ーズ評価及び能力開発 等

④ 通関の非効率
規制当局間での調整不足

各̧国・地域のシングル・ウィンドウ実施
通̧関所要時間の調査及び調査実施に向けた能力構築 等

⑤ 税関文書・手続の負担 原̧産地証明に係る税関文書・手続簡素化、電子原産地証明の採用検討
税̧率、原産地規則情報のホームページ掲載 等

⑥ 複合輸送能力の未開発
空、陸、複合輸送の非効率

電̧子タグを活用した貨物動静情報可視化の推進 等

⑦ 国境通過に係る基準及び規制の差異 道̧路の安全措置・基準の整合性に係る検討
サ̧イバー・セキュリティの強化 等

⑧ 地域における国際税関輸送協定の不足 国̧境をまたぐ輸送手続の調査・研究 等

行動計画（代表的なもの）



ＡＢＴＣを保持するには申請が必要。
＜ＡＢＴＣ交付対象者の基本要件＞
（１）犯罪歴を有さないこと
（２）有効な旅券を有すること
（３）商用目的でＡＰＥＣ域内を短期かつ頻繁に移動する

必要のある真正なビジネス関係者であること

（３）円滑化（ＡＰＥＣ・ビジネス・トラベル・カード（ＡＢＴＣ））

１９９７年より試行が開始され、現在、ＡＰＥＣメンバー全２１か国・地域が参加（ただし、カナダ
、米国、ロシアの３か国は、専用レーンの利用のみの暫定参加中）。我が国は、２００３年より運用
開始。

◆ＡＢＴＣに関するお問い合わせ先 外務省経済局アジア太平洋経済協力室「ＡＰＥＣ・ビジネス・トラベル・カード」担当
URL: http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/apec/btc/index.html
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内容：黒字／赤字エコノミーの努力、インフラ整備等。

内容：雇用創出、中小企業支援、社会保障体制整備、女性、高齢者支援等。

内容：エネルギー効率と低炭素社会の促進、グリーン産業・ジョブの促進等。

内容：知財保護・運用強化、基準の調和、情報通信技術の利活用促進等。

内容：テロ対策、防災、流行病対策、食料安全保障、腐敗対策。

目指す成長の５つの特性及び内容

（４）ＡＰＥＣ首脳の成長戦略
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複数年のフォローアップと実施ＡＰＥＣ成長戦略を実施するための統合作業項目の構築

¸２０１５年に進捗を首脳に報
告する。

¸高級実務者レベルで毎年進捗
を確認する。

¸国際的なフォーラム及び多国
間機関と協力する。

（Balanced Growth）エコノミー内・エコノミー間の経済的不均衡を削減・解消。

（Inclusive Growth ）社会のあらゆる層に参加・受益の機会を提供。

（Sustainable Growth ）環境との共生を高めるグリーン経済へ移行。

（Innovative Growth ）イノベーションを促進し、新産業を育成。

（Secure Growth）経済活動に不可欠な安全を確保。

「構造改革」 教育、労働市場、中小企業、金融市場等の分野で構造改革を実施。

「人材・起業家育成」 中小企業大臣会合及び人材養成大臣会合の成果等を実施。

「グリーン成長」 ＡＰＥＣグリーン成長計画を立案・実施。

「知識基盤経済」 知的財産権の保護・運用、情報通信技術のイノベーション等。

「人間の安全保障」 食料安全保障担当大臣の行動計画等を実施。

経済環境の変化に適合し、アジア太平洋地域におけ

る「成長の質」を高めるため、２０１０年首脳会議

において、ＡＰＥＣとしての成長戦略を策定。



（５）人間の安全保障

ＡＰＥＣ地域において安心してビジネスに取り組める環境を整えるため、ビジネス環境への脅威となりうるテロ、食
料安全保障、保健、災害への備え等の分野において、個人及びコミュニティの保護と能力構築に取り組む。
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（６）エコテク

Ａ̧ＰＥＣでのエコテク活動の強化やエコテク目標への政策的助言、エコテクの目的や優先事項の調整
、作業グループ、タスクフォース等の設立、統廃合、改組をＳＯＭに提言する観点からのこれら作業グ
ループ等の役割・機能の見直しなどを行う。
各̧エコノミーの高級実務者がメンバー。

経済・技術協力運営委員会（ＳＣＥ）
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エコテク

エ̧コテクとは､経済・技術協力（Economic and 
Technical Cooperation (ECOTECH)）を指す。
Ａ̧ＰＥＣメンバー間の地域格差を縮小させ、
経済的・社会的福利を改善しつつ、アジア太平
洋地域の持続可能な成長及び衡平な開発を達成
することを目的とする。具体的には、人材養成
、情報交換やセミナー開催等の活動を実施。
２̧０１０年ＡＰＥＣ閣僚会議において、ＡＰ
ＥＣ地域における地域経済統合の深化、成長戦
略の実施、人間の安全保障の推進等の活動を行
う上で、更に強化されたＡＰＥＣのエコテクが
重要な役割を果たし続けることが確認された。

地域経済統合
の深化

成長戦略の
実施

人間の安全
保障の推進


